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日本の賃金制度と労働市場
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中村二朗・大橋勇雄

　バブル経済崩壊後，我が国の内部労働市場の変化について様々な議論が行われている．実際，内部

労働市場を特徴付ける年功的な賃金と長期的雇用関係については，近年，これまでには見られなかっ

た顕著な変化が見られる，そのような変化に対して，内部労働市場崩壊論まで含めてさまざまな分析

が行われている．しかしながら，必ずしもそれらの議論が体系的に整理されているとは言えない．特

に，労働者の労働意欲や技能形成，転職行動などに大きな影響を与える企業内の「賃金の決め方」に

ついては，近年，組織の経済学や人事の経済学などで大きな関心がもたれているにもかかわらず，賃
金プロファイル（年功的賃金）との関連ではあまり厳密な検討がなされてこなかった．本論文では戦後

の日本における労働市場の動向や賃金の決め方の変遷などを踏まえた上で，内部労働市場に関する最

近の理論および実証分析に関する議論を整理・検討すると共に今後の展望を行った．

1．序論

　わが国の賃金プロファイルが他の先進諸国と

比較して年齢や勤続との関係が深いという意味

で年功的であることは既に多くの実証分析によ

って確認されてきた．しかしながら，年功的賃

金や長期的雇用慣行に代表される内部労働市場

の評価については，その時々の経済状況に応じ

て変化してきている．特に今日，バブル経済崩

壊後の長い景気低迷下において多くの企業が長

期的雇用慣行や年功的賃金の見直しを行ってい

ることがマスコミ等でもよく報じられる．労働

省（1999）も内部労働市場のメリットを活用した

積極的雇用政策を評価するとともに「失業なき

労働移動」を目指して転職支援システムの拡

充・整備の必要性を強調している．

　従来の内部労働市場を中心とした労働市場の

役割をどのように評価するかについては多くの

議論がある．小池（1994）及び・」・野（1997）は，従

来型の内部労働市場の役割を評価するとともに

現在でも従来型の内部労働市場の特性がかなり

維持され，ているとする．他方，八代（1997）など

は，むしろそのデメリットを強調するなど，現

在の労働市場に対する評価は論者によって大き

く異なっている．

　現実に目を転じると，バブル経済崩壊後，国

際競争力の低下とともに産業構造を高度化させ

る必要が強く認識されるにつれて，労働市場に

はこれまでとは異なる機能が求められるように

なっている．このことは，単に内部労働市場に

おける構造的変化だけでなく外部労働市場と内

部労働市場の関係までも新たな構造に作り替え

る必要性があることを示唆している．

　しかしながら，わが国の内部労働市場におい

てどのような問題が内在しているのか，またど

のような変化が起きようとしているのかについ

て詳細な分析は少ない．多くの企業が長期的な

不況に直面し，短期的な不況策と長期的な変革

の整合性をどのように維持するべきかを迷って

いる状況の中で政策的にも短期的な政策と今後

の日本経済の構造変化に対応した長期的雇用政

策との整合性をどのように見いだすか苦慮して

いるように思える．本論文では，年功的な賃金

を中心とした内部労働市場に関する最近の研究

動向の大きな流れを整理することにより，わが

国の労働市場がどのように変化してきたのか，
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図2．1　学歴別・規模別「生き抜き」労働者の賃金

標準労働者の賃金（高卒、規模計）
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またどのように変化していくのかを整理すると

ともに，今後の研究の方向性について展望を行

う．ただし，文献の詳細な展望を目的とするも

のではなく，あくまでも現実の動きを視野に入

れた議論の整理と筆老の解釈である．

　次節ではこれまでの労働市場における構造的

な変化を賃金プロファイルの動向を中心に検討

する．次いで3節では，より視点を広げて労働

市場全体という観点から，年功的賃金を中心と

した内部労働市場に関する実証研究の動向を整

理するとともに，今後の展望を行う．4節では，

戦後，個々の企業が経済環境の変化に合わせて

賃金の決め方をどのように変化させていったか

を検討するとともに，その経済合理性という視

点から賃金構造が今後どのように変化していく

かを展望する．

2．年功的な賃金と長期雇用

年功的な賃金と長期的雇用関係は理論的にも
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実証的にもコインの裏表であることは言うまで

もない．しかしながら，その関係が近年変化し

てきていることが多くの分析によって指摘され

ている．労働省（1999）は，我が国の労働市場の

中・長期的な構造変化について整理している．

ここでは，再度直近の変化をも含めて年功的賃

金と長期的雇用慣行の動向について簡単に整

理・検討しておこう．

　図2．1は男子標準労働者（「生え抜き」社員）

の過去20年間における学歴別，規模別年齢一汁

金プロファイルについて22歳時点を100とし

て描いたものである．最近になるほど，特にバ

ブル経済崩壊後，賃金プロファイルの勾配は緩

やかになっていることが分かる．その傾向は規

模が大きいほど，学歴が高いほど顕著になって

いる．また図2。2は，同じグループについて同

期入社の社員間での賃金のバラツキを年齢階級

別十分位分散係数の値で見たものである．高卒

では，比較的勤続に比例して分散係数の値は大
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きくなり，勤続年数が長くなるほど同期入社の

社員間で賃金格差が拡大していくことが分かる．

一方，大卒社員では，入社10年目位までは勤続

に比例して格差が拡大していくが，10年目以降

ではその賃金格差は安定的に推移していく傾向

が見られる．しかし，大企業大卒では近年その格

差が長勤続層で拡大傾向を示している．この傾

向は労働者の高齢化に対応して年俸制などに代

表されるような成果主義的な賃金体系が80年

代後半以降普及した結果と見ることができよう．

　多くの企業において，80年代後半から90年

代前半にかけて賃金制度の見直しを行っている．

A社（大手化粧品等製造業）のケースでは，職能

資格制度の下で年齢に依存する給与部分の比率

を減少させるとともに，職能資格において自動

昇格的な部分（一定勤続年数を経ると自動的に，

より上位の職能資格へ移動する）を少なくして

いる．また，各職能資格において，最低在級年

数（職能等級毎に一定年数を経ないと，いくら

人事考課の成績がよくても昇級しない年数）と
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最大二級年数（この年数同一の職能等級に留ま

っていると，人事考課の成績に関係なく自動的

により上位の職能等級に移動できる年数）が定

められていたが，見直しにおいては最低在級年

数を引き下げ，最大在級年数を引き上げるとい

う修正を行っている．このような修正により，

同一年次入社の社員間において給与の差が拡大

するような仕組みになっている1｝．

　長期的雇用関係については，賃金プロファイ

ルほどには明瞭な変化が観察されない．労働白

書などで整理されている平均勤続年数で見る限

り，その値は，ほぼ横ばいである．成長産業で

は，新規雇用者の採用が多いため離職率が低く

とも名目的な平均勤続年数は低下傾向を示す．

一方，成長の低い企業においては新規採用が少

ないために離職率が高くとも残った雇用者の高

齢化により見かけ上平均勤続年数は高くなって

しまう．したがって，平均勤続年数の変化から

長期的雇用関係の変化を見ることは難しく，正

確に把握するには二二等を用いた分析が必要と

なる．ここでは，企業間の移動状態を表す移動

率（離職率，入職率）や失業率の動向から長期的

雇用関係の変化を類推することにしよう．

　図2．3は，失業率，離職率，入職率について

1960年代からの長期的推移を見たものである．

高度成長期には，離職率と入職率はともに現在

よりも高い水準を示していたが，その後，L5か

ら2の間を安定的に推移している．また，バブ

ル崩壊後も特に高くなるようなことは見られな

い．このことは，高度成長期を通して雇用者の

長期勤続化が進行すると共に，安定成長期にな

って長期的雇用慣行が定着し，その後もその傾

向は大きく変わっていないことを示唆している．

また，80年代半ばまでは離職率，入職率と失業

率の間には逆相関が見られたが，バブル経済崩

壊後は，失業率の上昇に対して離職率，入職率

は安定的に推移している．これは，失業率の上

昇要因が主に若年層や高年齢者層であり，男子

25－55歳の年齢層では未だ長期的雇用慣行が強

く残っていることを示している．

　このように公表されたデータからは，年功的

賃金や長期的雇用関係が大きく変化しているこ
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　図2．2　男子標準労働者の学歴，年齢階級別十分野分散係数の推移（産業計）
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　　　　　　　図2．3　失業率と離職率，入職方率の推移
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とは確認できない．しかし，バブル経済崩壊後，

徐々にではあるが一定の方向性を持って変化し

てきていることが確認できる，これらの変化は，

これまでの個々の企業調査による結果とは整合

的であり，90年代を通して内部労働市場のあり

方に変化が起きていることは明らかであろう．

　一方，年功的賃金と長期的雇用関係は図2。4

で示したように未だに明らかな関係が存在して

いる．図2．4は，平成11年のデータを使用し

て横軸に賃金の年功度を，縦軸に同一年忌層に

おける「生え抜き」社員比率を用いて，賃金年

功度と定着率（「生え抜き」社員比率）の関係を

見たものである．賃金の年功度が高いほど長期

的雇用関係にある雇用者（「生え抜き」社員）比

率が高い，という傾向がバブノレ経済崩壊後も顕

著に見られ，最近になっても賃金の年功度が高
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い産業（企業）ほど長期的雇用関係が強いことを

確認できる．

3．内部労働市場と外部労働市場
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　バブノレ経済崩壊後の長期的な不況に加えて，

労働力の高齢化，IT技術などに代表される新

技術の出現とその急速な普及，国際競争力を維

持するための急速な産業構造高度化の必要性な

ど，70年代前半までの高度成長期とその後の安

定成長期とでは異なった状況下でこれからの労

働市場を考えなければならない．

　中馬（1987）が指摘したように，本来，日米と

もに年功的賃金と長期的雇用慣行が形成されて

おり，それが与件の変化と共に，一方はより流

動的な市場を形成し，他方は日本的雇用慣行と

言われるまでに内部労働市場的な性質を強めて

いった．アメリカが流動的な市場に変化してい

った過程は中馬によれば，まさに現在の日本経

済を髪髭させるような状況であった．過去にお

いて右と左に分かれたシステムが，再び同じよ

うな状況において日本の労働市場はどのような

表3．1　労働市場における与件の変化

与件

成長率

高度成長期　　高い 安定成長期

　安定

バブル経済崩壊後

横這いor減少

高齢化

労働力比率（％）

35－39歳

45－49歳

50－59歳

　低い

　70年
12．0（10．8）

8．9（　7．0）

6．1（　5．3）

中程度

　80年
12．4（12．7）

11．3（11．1）

6．9（　6．6）

　高い

　95年
9，2（　9．6）

13．2（12．9）

8．9（　9．2）

就業構造

正規社員　　82年：77．8％

比率（就調）　　男子：84．1％

男子基幹労働力中心　　女子労働力の増加　　就業構造の多様化

　　　　　　　　　非正規社員の増加

　　　　　　87年：749％　92年：72．4％　97年：69．4％

　　　　　　男子：83．2％　　男子：81．4％　　男子：80，1％

産業構造

製造業

比率（国調）

製造業中心

70年：26．2％

75年：24，9％

サービス産業の増加

80年；23．7％

85年：23．9％

産業構造の

急速な変化

90年：23．6％

95年：2L1％

職種

ホワイト

カラー比率

（労調）

　ブルーカラー中心　　ホワイトカラーの　　ホワイトカラーを

　　　　　　　　　　　急速な増加　　　中心とした雇用調整

80年：43％　　85年：45％　　90年：48％　　95年：50％

技術 欧米技術の導入・

　　普及

新技術の頻繁な出現・

　　急速な普及

国際化 輸出の拡大 海外直接投資の増加　　国際競争力低下

　　輸入の増加　　　　枠組みの国際化

雇用政策 積極的雇用政策　　　内部労働市場重視　　　外部労働市場の

マクロ政策重視　　非正規社員の制度化　　　機能強化
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変化を示すのだろうか．

　表3．1は，高度成長期以降の労働市場に関連

する要因の変化を3つの時期区分（高度成長期，

安定成長期，バブル経済崩壊後の調整期）にし

たがって整理したものである．各時期によって

労働市場，もしくは，それに関連する要因が大

きく異なっている．バブル経済崩壊後はわが国

の成長率は先進国の中でも低い値を示すように

なり，産業構造も徐々にではあるが変化しつつ

ある．特に，製造業比率は経済のサービス化に

伴って減少しているが，90年から95年までの

5年間に製造業比率は2，5ポイントも低下し，

それまでよりも大きな産業構造の変化が起こり

つつあることを示している．また，国際化に伴

って，国際競争が激しくなると共に，海外直接

投資による産業の空洞化や企業経営における

様々な枠組みの国際化も進んでいる．

　また，IT関連技術に代表されるように，最近

では新たな技術の出現の度合いが激しく，その

普及速度も速くなっている．一方，人口の高齢

化は企業内においても雇用者の急速な高齢化を

引き起こしている．各年齢の労働力構成比を見

ると，45－49歳層では75年に8．9％（男子：7．0

％）であったものが20年後の95年には13．2％

（男子：12．9％）と大幅な増加を示している．

　以上のようなマクロ的な変化は労働市場にお

いても大きな変化を引き起こしている．就業構

造では正規社員比率が減少するとともに，ホワ

イトカラー比率が上昇してきているが，このよ

うな変化を反映して，雇用政策も外部労働市場

を重視したものに変わりつつある．また高齢化

の進展や急速な産業構造の変動に対して，従来

のような若年層を中心とした移動だけでは十分

に対応できないことも明らかである．さらに企

業内では従業員の高齢化が進んでおり，年功的

な賃金制度の下では労務コストの負担が高まっ

てきている．一方，急速な新技術の普及は労働

者の技能の陳腐化を早め，企業内での技能育成

を難しくしている，

　こうした長期的な与件の変化とは別に，バブ

ノレ経済崩壊後の長い景気低迷は様々な影響を既

に労働市場に及ぼしている．非正規社員の増加

研　　究

や，女子労働者の非縁辺労働力化，すなわち離

職しても失業者として労働市場にとどまる傾向

が強くなってきていることに加えて，法改正と

不況の影響により年間労働時間や残業時間の縮

小が起っている．このことは労働時間での柔軟

な雇用量調整を困難にし人員単位での雇用調整

圧力を高めているが，80年代から始まった企業

内賃金構造の見直しも今のところ十分な賃金調

整を行えるほどには機能していない2）．

　以上のような企業を取り巻く環境変化が労働

市場の構造をどのように変化させたのか，又は

させていないのか，さらに変化しているとすれ

ばどのような変化が起こっているのかを検討し

ておくことは今後の労働市場の変化を考察する

上で重要である．先に見たように個別企業にお

いては様々な形で外部環境の変化に対応しつつ

ある．しかしながら，そのことが従来言われて

いた内部労働市場の程度や外部労働市場との関

係をどのように変化させているかは未だ詳細な

分析は少ない．

　こうした内部労働市場を取り巻く環境の変化

が，外部労働市場にも影響を与え，失業率や離

転職率に影響を及ぼしていることは確かである．

ただし，今のところ内部労働市場の変化は核と

なる男子30歳一40歳代の雇用者については，そ

れほど影響を与えていない．このことは，80年

代後半から始まった様々な構造的変化が少なく

とも基本的には内部労働市場の機能を維持する

ような形で作用していたことを示唆する．しか

しながら，2節で示したような変化が今後も続

くようであるならば内部労働市場の核となる年

齢層（30歳一40歳代）にも今後大きな影響を及ぼ

してくることが考えられる，

3．1　内部労働市場のメリットとデメリット

　第一次石油危機後の世界的スタグフレーショ

ン時においても我が国の失業率は相対的に低く，

また，インフレの加速も緩やかであった．この

ような中で我が国の労働市場の特徴である年功

的賃金と長期的雇用慣行を肯定的に評価する見

方が急速に普及することとなった．短期的な景

気循環に対しては企業内において余剰人員を抱
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え込むことによって（労働保蔵），低い失業水準

を可能にした．一方，年間給与の内で3割前後

を占めるボーナスの存在は一時的な不況に伴う

人件費高騰のリスクを労使でシェアする役割を

果たしている．また小池（1994）によれば，長期

的雇用関係に基づく企業内人材育成は，効率的

な人的資本の蓄積を可能にした．

　我が国の失業率が低水準で推移したことに対

しては，緩慢な雇用調整や女子の縁辺労働力的

な性質が挙げられることが多い．緩慢な雇用調

整は，長期的雇用慣行の結果であり，また縁辺

労働力的性格を持った女子の活用は，内部労働

市場を維持するための調整弁としての役割が期

待された．二回の石油危機にも関わらず安定し

た成長を維持している間は，従業員の高齢化や

年功的賃金の下でも，女子を中心とした調整弁

的労働力（非正規社員）を活用することや，他の

先進国と比べて相対的に不況の波が短かったた

め，内部労働市場のメリットを生かすことが可

能であったと言えよう．

　では，内部労働市場のメリットとは何なのだ

ろうか．年功的賃金と長期的雇用関係には企業

と労働者のどのような合理的な行動の結果とし

て機能したのだろうか．年功的賃金や長期的雇

用関係については人的資本論やインセンティブ

仮説によって説明されることが多い．年功的賃

金などの内部労働市場の諸特性がどのような背

景の下に維持されたかを検討することが，その

メリットとデメリットを解き明かす鍵となる．

　ここで最近の実証分析から，その鍵を検討し

てみよう．最近のわが国の労働市場に関する実

証分析を類型化すれば大きく4つに分けること

ができる，

　最初に，「日本的雇用慣行」の実態把握を試み

た分析が挙げられる．バブル経済崩壊後には，

八代（1997）等によりそれまでの「日本的雇用慣

行」に対して多くの批判や崩壊論が提示された．

それらの議論に対して，小野（1997）と中馬

（1997）は，バブル経済崩壊後も，年功的賃金や

長期的雇用慣行などが実態として維持されてい

るとし，小池（1994）はその合理性も維持されて

いることを主張する3）．
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　2番目は，「日本的雇用慣行」の経済合理性を

80年代以降の労働市場の与件変化を踏まえた

上で理論的に整理するとともに，実証的な検証

を試みた分析である，中馬・樋口（1995）では，

非正規社員をモデルに導入すると共に，景気動

向や外部労働市場の需給状態が，人的投資の投

下量や正規雇用者の年功的賃金にどのような影

響を与えるか理論，実証の両面から分析してい

る．また，中村・大橋（1999）では，非正規社員

は考慮されていないが，昇進にともなう昇給と

役職手当に着目して景気動向が企業内賃金構造

に与える影響を分析している4）．

　3番目は，年功的賃金の形成メカニズムに特

に焦点を絞った分析である5）．3節でも検討し

たように，従来からミンサー型賃金関数を用い

て年功的賃金の実証分析を行った論文は多いが，

90年代には人的資本論以外の理論枠組みの現

実妥当性を検証しようとする試みが多くなっ

た6）．Okazaki（1993）や伊藤・照山（1995），さ

らにLazear・Moore（1984）のモデルを用いた大

日・浦坂（1997）などの論文は，人的資本論以外

の要因から年功的賃金の説明要因を実証的に確

かめようとしたものであり，従来の分析とは異

なった視点から年功的賃金の分析を行ってい

る7）．伊藤・照山（1995）ではインセンティブ仮

説の検証が試みられているが，結果としてイン

センティブ仮説と保険契約仮説の双方の特徴が

検出され，どちらがより現実的かを検証するこ

とは現時点で不可能であるとされる．両者が併

存している理由として，属する産業の市場競争

状態の相違，求められる能力・努力の差異，企

業特殊的な技能の重要度の差異などが示唆され

ている．

　最後が内部労働市場と転職行動に関する分析

である．この中には様々な視点から分析された

論文が含まれるが，基本的には不況や産業構造

の変換などで外部労働市場の役割が重要になっ

てきており，その機能を実証的に分析すること

を主眼としたものである．猪木・連合総研

（2001）に収録された論文では，年功的賃金や長

期的雇用慣行の下で，中途採用がどのようなメ

カニズムで行われているのか，どのようなタイ
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プの労働者が転職を試みるのか，どのようなタ

イプの労働者が転職を成功させるのか，等につ

いてアンケート調査の資料から実証的に分析さ

れている．大橋・中村（2002）でも同じ資料を用

いて転職理由や職種が企業もしくは職種特殊熟

練の喪失やジョブ・マッチングの効果を通して

転職の便益もしくはコストに大きな影響を与え

ることが確認されている．また，法制度などに

よる規制の存在が労働市場における効率性に対

してどのような影響を与えているかについても

多くの分析が行われている8｝．

　1970年代後半までの高度成長期には，表3．1

から分かるように年功的賃金を始めとする内部

労働市場型の雇用システムが，企業特殊的人的

資本の存在を強く強調するまでもなく経済合理

性を可能にする条件を維持していたことが分か

る．企業に特殊的であるか，一般的であるかに

かかわらず，技能形成のコストを企業も負担し

ている限り年功的賃金によって定着率を高める

インセンティブを持つ．高度成長期には生産性

の拡大と共に増加した給与の原資を，年功的に

配分することにより，雇用者のインセンティブ

を高めるとともに，定着率の向上をもたらした．

企業収益をより年功度の高い労働者に傾斜的に

配分することにより定着率を高めることで企業

への帰属意識やモラールを高める．そのことは，

企業全体の生産性をさらに高め，より高い企業

収益をもたらす，という好循環を生み出すこと

になる．また帰属意識が高まることにより，たと

えそれが一般的な人的投資であっても，企業は

安心して人的投資を施すことが可能となる．さ

　　　　　　　表3。2
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らに高い成長率の下での企業規模の拡大は，新

技術の出現により技能が陳腐化した労働者に対

しても，雇用の場を提供することを可能にした．

　バブル経済崩壊後においては，成長率の低下，

企業内の高齢化，新技術の急速な普及による人

的投資の予想収益率の低下などによって人的資

本論による年功的賃金の経済合理性が急速に失

われていった．このようなシナリオを描くなら

ば，2節で見た年功度の縮小傾向や同期入社の

社員間での賃金格差拡大傾向は，人的資本以外

の分析枠組みの必要性を示している．

　新技術の急速な普及は一方では技能の画一化

を伴う．このことは，企業特殊的な技能の重要

度を相対的に低下させるとともに，労働者が身

に付けている技能の評価を相対的に容易に外部

労働市場を通じて行うことを可能にさせる．公

的資格制度の普及は外部労働市場を通じた移動

であっても労働者が身に付けている技能を，よ

り見えやすくすることにより採用時のスクリー

ニングコストを引き下げる．

　このような変化は一般的技能による生産性の

重要度を増加させる．実際に，過去30年間の

生え抜き社員と中途採用社員の賃金格差を比べ

ると，その格差は縮小傾向にある．表3．2は，

30－34歳と40－44歳の二つの年齢階層について

生え抜き社員が多く含まれると考えられる，勤

続10－14年と20－24年の所定内給与と勤続0年

のそれとの比率を比べたものである．昭和45

年においては，その格差は1000人以上規模で

80％（30－34歳）と64％（40－44歳）であったもの

が，平成13年では，それぞれ99％と78％と大

標準労働者と中途採用の賃金格差（所定内給与額，産業計，大卒男子労働者）

平成13年 平成3年 昭和55年 昭和45年

年齢 勤続年数 A B C A B C A B C A B C

ω 30－34 10－14 3789 329．1 327．7 336．3 286．7 2883 246．9 219 227．5 87 81．4 88．9

（2） 30－34 0 377．5 386．6 287．6 286．4 315 299．1 219．4 210．4 197 69．6 63．7 68．8

（3） 99 117 87 85 109 103 88 96 86 80 78 77

（4） 40－44 20－24 558．9 448．4 416 511．3 432 415．2 388．6 331 308．8 149．7 137．2 123．9

（5）
40－44 0 44L5 4905 372．1 474 441．4 352 309．9 286．4 245．4 96．4 83．2 86．6

（6） 78 109 89 92 102 84 79 86 79 64 60 69

出所）　各個の『賃金センサス』より．

注　1）　（1），（2），（4），（5）は各々の所定内賃金額（千円）．

　2）　（3）＝（2）／（1），（6）二（5）／（4）を示す．単位＝％．A：1000人以上，　B：100－999人，　C：10－99人．
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きく変わってきている．このことは，企業が相

対的に中途採用者の生産性を高く評価してきて

いることを示す．

　労働省（1999）によって「エンプロイアビリテ

ィー」という言葉で表現されたように，労働者

の外部労働市場での市場価値を労使共に意識さ

せることとなった．労働者が身に付けた技能に

対して，企業内外でその価値を評価することに

よって従来の企業特殊的人的資本が有していた

リスクを回避しようとするものである．しかし，

一方でその蓄積によるメリットや企業内の暗黙

的な長期的雇用関係を前提にしたマッチングシ

ステムの効率性を犠牲にする危険があることも

確かであり，今後どのような形でこれまでの内

部労働市場に組み込まれていたメリットを確保

していくのかという大きな問題が残されること

となる．4番目の実証分析は，このような視点

から内部労働市場と外部労働市場の関連を分析

したものである．

3．2外部労働市場の機能強化とは

　バブル経済崩壊前までは我が国の低失業率を

可能ならしめた要因の一つとして内部労働市場

における長期的雇用関係が挙げられていた．し

かし，企業内における中高年層の増加，国際競

争力激化に伴う年功的賃金への批判などバブル

崩壊後は内部労働市場のデメリットの部分が強

調されるようになった．また，新たな技術の採

用は既存技能の陳腐化を加速させると共に，一

部の労働者に関しては大きな技能のミスマッチ

を発生させる要因となった．中馬（1997）のマイ

クロデータを用いた詳細な分析によれば，バブ

ル崩壊後も中高年層における大幅な雇用調整は

顕在化しておらず，むしろ勤続年数の増加傾向

さえ見られる．しかし一方では，構造的失業の

割合が徐々に増加していることが労働省（1999）

などによって指摘されている，

　外部環境の変化によって内部労働市場で培わ

れてきたメリットが徐々に失われてきているこ

とが予想されるが，実際にどのような変化が労

働市場に起きているのかについて詳しいことは

今のところ不確定である．しかしながら，労働
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市場に関する制度や規制は，90年代に入ってか

ら大きく変化している．樋口（2001）でも紹介さ

れたように80年代後半からのパート労働者や

派遣労働者に関する法整備，また，90年代後半

には従来の積極的雇用政策の枠組みの中ではあ

るが「失業なき労働移動」の下に転職支援シス

テムが整備されつつある．また，人材育成にお

いても，従来の制度を拡張する形で企業外での

人的投資に対する補助金制度が拡充されている．

　これらのシステムの多くは外部労働市場を通

した人的資源の再配分機能の効率化を意図して

おり，従来の内部労働市場機能の強化を目指し

たものとは趣旨が異なっている．労働省（1993）

や大橋・中村（2002）によって示されているよう

に，高度成長期以来，年功的な内部労働市場を

中心に据えた積極的雇用政策の下で労働者は企

業間移動に伴って多くのコストを負担しなけれ

ばならなかった．こうした転職コストが生じる

主な理由は，年功的な賃金や退職金制度，企業

年金のポータビリティの低さ，企業と労働者の

情報のミスマッチなどが挙げられる．先に述べ

た転職支援システムは，このような情報のミス

マッチを軽減することを主要な目的としている．

　年功的賃金と長期的雇用関係はコインの裏表

の関係であり，国際的に見て年功度の高い日本

の賃金制度がどのように変化していくかは，労

働市場を取り巻く与件の変化に強く影響を受け

ることになる．また，外部労働市場を通した人

材の調達が機能的に行われるためには，どのよ

うな形で人材育成の外部化を図るのか，人的投

資のリスクを誰がどのように負担するのか，外

部労働市場において個々の能力をどの程度評価

し易くすることができるのか，などにかかって

いると言える．

4．賃金の決め方とその合理性

　人的資本理論や効率賃金仮説などの賃金プロ

ファイルの経済学は，年齢・勤続にともなう賃

金の上がり方や労働者間におけるその格差にも

っぱら関心をもち，賃金の決め方9）にはほとん

ど注目することはなかった．この背後には，賃

金の決め方は賃金プロファイルを組織的に展開
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するための道具でしかない，すなわち経済の実

態が変化しないかぎり，賃金の決め方をどう操

作しようとしたところで賃金プロファイルはほ

ぼ同じものになる，という考え方があった10＞．

しかし，賃金の決め方は，個々の労働老に対す

る賃金配分を決めるものであり，何をすれば賃

金が上がるのか，あるいは当該企業における将

来の期待賃金系列はどのようなものかを示すも

のであることから，労働者の労働意欲や技能形

成，転職行動に大きく影響する．すなわち，内

部労働市場の機能に影響する．そのために，近

年，組織の経済学1nでは賃金の決め方が重要な

分析対象となってきている．

　前節では，バブル崩壊後の経済環境の変化に

対する内部労働市場と外部労働市場の変遷を，

賃金プロファイルや賃金の散らばり，労働者の

移動性向などの変化を通して概観した．本節で

はそうした変化が内部労働市場の組織的な様式

に対してどのような変化を求めているかを賃金

の決め方に着目して考察する．そのために，第

二次世界大戦後における日本の賃金制度，つま

り賃金の決め方を展望することによって，それ

がどのような役割を担ったかを理解し，現在，

その役割にどのような変化が求められているか

を検討するという方法をとる．特に，企業がどの

ような賃金の決め方を選択するかは，企業成長

や従業員の年齢構成，労働市場の状況などの経

営環境に大きく依存することから，どのような

経営環境のもとでどのような賃金の決め方が選

択されたかが主要な検討課題である．さらに少

子・高齢化や日本経済の低成長といった状況の

中で，賃金制度改革の必要性が多くの論者によ

って主張されているが，その意味をも考えたい．

4．1戦後の復興過程

　賃金の経済的な機能は，次の4つに要約され

る．①労働意欲を高揚する．②技能形成を促す．

③有為な人材の流出を防ぎ，確保する．④労働

者の生活を保障する．これらの機能のうち，

1946年に「食える賃金をよこせ」として労働組

合の生活資金闘争からうまれた電産型賃金体系

は，明らかに④の生活保障を重視している12）．
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それは戦後日本における賃金の決め方の出発点

となったとされる．

　電産型体系における生活保証給の源流がどこ

にあるかについては意見が分かれるが，少なく

とも戦時中の賃金統制令が大きな役割を果たし

たことは間違いないようである．孫田（1972）及

び尾高（1993）によれば，物価対策の必要から賃

金が統制されたが，同時に労働者の生活を保障

するために低賃金労働者に対して臨時家族手当

が支給されはじめ，ついで通勤手当や住宅手当

が普及し，さらに軍事参会手当，応召手当，応

徴手当などの不就業給も増加した．また本給

（定額給）決定の基準にも家族の生活費が中心に

なったとされる．

　電産型賃金体系に代表される生活保証給は日

本の経済が安定するにつれ，賃金に占めるその

ウエイトを小さくしていった．その間の具体的

な事情は，神代・連合総研（1995）に詳しいが，

その背後にある要因を読み取ると，第一に，生

活給は賃金決定の仕組みの中で競争メカニズム

と合い入れない部分をもつこと，第二に，エン

ゲル係数やマーケット・バスケットの設定など

生活費の算定にはどうしても恣意的な部分が入

ってしまうこと，を指摘できる．このうち，第

二の要因は最低生活費算出の技術的な問題であ

り，神代・連合総研（1995）にも詳しいので，以

下では第一の要因を論じよう．

　戦後，毎年の労使交渉による賃金決定で重要

な役割を果たしたのは，ベース賃金（平均賃金）

という考え方である．ベース賃金に企業の従業

員数を掛けれ’ば，賃金総額が算出されるから，

企業は賃金支払能力の範囲内にこのベース賃金

を抑えようとする．つまりベース賃金には平均

的な労働の需要価格が反映される．他方，生活

給は，個々の労働者についての年齢別最低供給

価格である．問題は需要価格と供給価格のどち

らが戦後の復興過程で賃金決定により強く反映

されたかという点にある．神代・連合総研

（1995）によれば，1952年に公表された総評の

「賃金綱領」はマーケット・バスケット方式か

ら「いかなる労働者にも，最低8千円」の最低

賃金を要求しているが，1951年4月の労働省調
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査では，当時，賃金が8千円以下の労働者が全

体で44．8％を占めていたとされる．こうした状

況下で労働組合が生活費をベースに賃金を要求

することには説得力がある．ちなみに，1953年と

1954年に私鉄総連，鉄鋼労連，合化労連を中心

に広がった「一律プラス・アルファ方式」の賃金

引き上げ要求は，生活費の上昇からまず労働者

の賃金を一定額一律に引き上げ，同時により多

く生活費を必要とする者に対してより多くの賃

上げを実現するために経験給や家族手当などを

プラス・アルファとして要求するものであった．

しかし，現実には朝鮮戦争終結後の不況期のも

とで経営側の主張によってベースアップが後退

し，定期昇給や一時金による決着が図られた．

　定期昇給制度とは，毎年ある一定の時期に従

業員全員が一斉に昇給する仕組みのことをいう

が，それは賃金の年功的な上がり方を維持する

機能をもつ．もし生活給の賃金に占めるウエイ

トが高ければ，あるいは勤続年数が職能の代理

変数とされる傾向が強ければ，賃金と年齢・勤

続との結びつきは維持される．ただし，定期昇

給制度は労働者が定年により毎期一定数退出し，

それに代わって一定数入干する状況下ではベー

ス賃金や賃金総額を変動させない．尾高（1993）

によれば，こうした定期昇給が定着したのは，

戦争中の賃金統制令下において賃金総額制限の

撤廃が定期昇給の実施を条件に重要事業所には

認められたからであるとされる．ただし，定期

昇給制度が広く普及したのは，戦後である．特に，

1954年に日経連が「健全経営による健全賃金の

原則」として示した「賃金三原則」と中央労働

委員会が電産と電労連，私鉄総連に対して示し

た，定期昇給制度を実施することという調停案

がその普及に大きな役割を果たしたとされる13）．

　これまでの議論から，日本の賃金が生活給で

あるとの主張についてまず留意すべきは，それ

が賃金水準を決める議論か，あるいは賃金配分，

すなわち上がり方を決める議論かを区分するこ

とである．この区分のもとで，年齢別に異なる

生活費が賃金水準と同時に年齢別の格差をも決

めると考える仮説を生活給仮説とするならば，

それにはうまく説明できない事実が幾つか存在
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する．第一に，小池（1966）によって指摘されて

いるように，産業によってあるいは企業の規模

によって賃金の上がり方は異なり，しかも上が

り方が年功的な企業ほど賃金水準も高いという

現象がみられる．これは賃金が低いために生活

給になるという仮説と論理的に矛盾する．この

批判から逃れるためには，労働者はその所属す

る社会階層に固有な生活標準をもち，近隣の仲

間や同僚との比較からライフ・サイクル上の生

活様式が与えられ，それに必要な生活費，すな

わち供給価格が決まると考えなければならな

い14｝．しかし，賃金水準は時間とともに変化す

るし，産業間あるいは企業間の格差も変化する．

また生活様式も賃金水準に依存して決まる側面

がある．したがって，生活費と賃金の動態的な

変動メカニズムについての説得的な説明が用意

されなければならない．第二の問題は，競争的

な市場メカニズムのもとに労働の需要価格を無

視して賃金を決めることはできないということ

である．現実に戦後の賃金交渉では常に経営側

から生産性の向上や企業の支払能力が問題にさ

れ，ベースアップに物価上昇率ばかりではなく

企業利潤の動向や労働市場の需給関係が反映さ

れてきたことは周知の通りである．

　このように考えると，賃金水準とその上がり

方を生活費が決めたという仮説は，説得力をも

たない．しかし逆に，生活費は戦後の賃金決定

において重要な役割を果たさなかったのだろう

か．筆者は，二つの意味でそれは機能しえたと

考える．一つは初任給への影響であり，もう一

つは上がり方への影響である．すでに述べたよ

うに，ベース賃金には企業の支払能力が強く影

響する．そのために企業によってベース賃金，

さらには賃金の上がり方も異なってくる．その

際，重要なことは，初任給の水準がどのように

決まるかによって基本的な配分のあり方が決ま

ることである．より具体的に言えば，学歴が同

じ労働老について初任給の格差が小さく，かつ

賃金配分が年齢や勤続などの属人的要素と結び

ついて決められるならば，ベース賃金の高い企

業の賃金の上がり方は必然的に大きくなる，

　ここで二つの問題が生じる．その第一は，な
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ぜべ一ス賃金の差が大きいにもかかわらず，初

任給が平準化するのだろうかというものである．

もし労働者が生涯所得の合計のみに着目して就

職を決めれば，ベース賃金の高い企業は，初任

給を低く設定しても新規学卒労働老を確保でき

る．しかし，資本市場が不完全なために生活費

を給与から賄わなければならない労働者にとっ

て，低い初任給は低い生活費を意味する．その

ために，若年の時だけとは言え，仲間より低い

消費水準を要求する企業に就職することを好ま

ない学卒者が存在しよう．それだけ獲得できる

人材の幅を狭めることになるから，企業にとっ

てマイナスである．そこで企業は初任給につい

ては世間相場を重視して決めることになる．こ

うしたメカニズムは，初任給水準が低く，エン

ゲル係数が高いほど，強く作用すると言えよう．

またこの賃金政策は，新規学卒者については無

垢の労働力として「同一労働，同一賃金」の原

則にもかなうことから，労働組合側にも受け入

れやすい．他方，ベース賃金が高いからといっ

て企業には初任給を世間相場以上に引き上げ，

賃金の上がり方をフラットにするインセンティ

ブはない．というのは，企業は賃金の上がり方

をより大きくすることにより，労働者の転職を

抑制したり，不正な行為を防止したりすること

ができるからである15）．

　第二の問題は，なぜ競争市場で産業や企業規

模によってベース賃金が異なるのかというもの

である．初任給が平準化される場合，ベース賃

金の高い企業の賃金の上がり方は一こ口大きく

なる．したがって，賃金の上がり方を決めるの

はベース賃金である．Tachibanaki（1996）は，

労働者の性や年齢，勤続，学歴などをコントロ

ールしてもなお産業間や企業間で賃金格差が存

在するとする．特に，企業間の賃金格差が大き

く，それは利潤などの企業の支払い能力や資

本・労働比率などの生産性関連の変数から大き

な影響を受けていることを見出している．こう

した賃金格差は欧米でもみられるが，それを説

明する仮説として，今日，効率賃金仮説が有力

である16）．

　このように生活費は初任給の平準化作用をも
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つこと，及び賃金の配分において生活費は賃金

の上がり方に影響することを仮定し，その上で

支払能力や労働生産性の高い企業ほどベース賃

金が高くなるために賃金の上がり方は大きく・な

ると考える仮説を生活費仮説の修正版とすれば，

それは現実的なものとなりうる1η．

4．2　経済成長と賃金の決め方

　1955年は政治的にも経済的にも重要な年で

あった．経済的には，数量景気により国民総生

産が戦前の最高水準を上回り，その後の高度経

済成長の幕開けとなった．1956年度r経済白

書』の「もはや戦後ではない」という言葉はあ

まりにも有名である．また生産性向上運動を推

進するために日本生産性本部が設立される一方

で，総評では太田一岩井ラインが発足し，産業

別統一闘争として春闘がスタートした年でもあ

った．この1955年以降の高い経済成長とベー

ス賃金の引き上げが賃金の決め方に影響したこ

とは容易に想像できよう．

　まず日経連は，賃金が労働への対価であるか

ら年齢や学歴に関係なく同一の職務に対しては

同一の賃金を支払うべきであるとして，年功序

列給から職務給への移行を提唱する．石田

（1990）は，日経連の議論からその背後にある要

因として，第一に，技術革新により技能序列と

年功序列が適合しなくなってきたために，「同

一労働同一賃金」を実現する新たな賃金序列が

必要になってきたこと，第二に，労働者の意識

が変化し，仕事や仕事ぶりに見合う公平な賃金

配分に対する要求が強くなってきたこと，第三

に，職務給制度を媒介として企業経営の近代

化・合理化の推進を企画したことを指摘してい

る．しかし，その後，電力産業で職務給への移

行が行われ，たり，あるいは1962年に八幡製鉄

所で職務給が導入されたりはしたものの，実際

に広く定着したのは，職務遂行能力を重視する

職能給であった．

　なぜ日本では職務給が広く定着しなかったの

であろうか．石田（1990）は，当時の人事担当者

による討論を踏まえて，次のように公平観仮説

を提唱する。「……戦後10年の結果としての日



日本の賃金制度と労働市場

本の勤労者の公平観は二つの内容をもっていた

と考えられる．（ア）勤続年数もしくは年齢の差

異に基づく処遇の格差を是とする考え方．（イ）

一種の「能力」差による処遇の格差を是とする

物の考え方」．ここで能力とは，「その人は単に

仕事ができるだけではなく，ましてやいい大学

を出ているということではなく，その人の職務

に対する態度姿勢，接する人々への態度姿勢の

具体的なあり方を確実に含んだ，もはやcapa－

bilityとしての『能力』というよりはr人柄』と

か『人格』の良さ高さにより「よくできる」と

いう評価を受けることになる」と説明する．

　小池（1994）は，技能形成の視点から職能給を

基盤とする日本のシステムの方が欧米型の職務

給よりメリットが大きいとしてより積極的にそ

れを捉える．この技能形成仮説によれば，職場

における変化と異常に対応するための知的熟練

の向上度は経験のはばと問題処理のノウハウに

よって示されるが，そのためには職務給は不適

であり，四つの方策が肝要であるとされる．そ

れは，資格制度，範囲給，定期昇給，査定であ

る．労働者に技能形成へのインセンティブを与

えるには，個人の技能の水準やそののびを査定

し，それを資格や給与に反映することによって

報いる必要があるとし，さらに知的熟練の形成

には長期間の雇用が欠かせないとの観点から定

期昇給のような制度が必要になるとされる．藤

村（1989）も同様の観点から日本とタイ，マレー

シア，アメリカ，ユーゴについての査定の国際

比較を行っている．

　基準賃金における生活保証給のウエイトが単

に大きいからといって賃金の上がり方が生活給

的になるとはかぎらない．それは職能給にも言

える．重要なのは，年齢・勤続もしくは職能の

違いによってどのように賃金格差がつくか，と

いうことである．それは査定や昇進などの運用

の仕方に大きく依存する．たとえば，職能資格

制度を採用していても年齢・勤続によって上位

の資格への昇級を決めれば，賃金の上がり方は

生活給的になる．そこで昇給と昇進がどのよう

に行われてきたかに注目しよう．

　毎年ある一定の時期に全員が一斉に昇給する
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という定期昇給制度は，1950年代に広く普及し

た．この制度のもとで昇給額は能力や業績につ

いての査定の結果によって異なる．こうした点

に多くの論者は着目し，日本の賃金は職能給的

であるとする．しかし，それは早急すぎる．と

いうのは，評価者による査定のやり方がどのよ

うなものであり，その結果に基づく査定幅がど

の程度のものであるかが判明しなければ，職能

給的であるかどうかは決まらないからである．

日本では査定は一般にA・B・C・D・Eの5
段階でなされるが，人事部の正規分布にせよと

いう要請にもかかわらず，職場の上司は評価を

中位のCか，またはやや上位のBとして多く

の部下を査定する傾向がある．Medoff　and

Abraham（1980）及びLazear（1992）によれば，

こうした傾向は米国でもみられる．

　成績査定が定期昇給率に与える影響について，

1966年の『賃金労働時間制度総合調査』を利用

した藤村（1989）によれば，5，000人以上規模の

大企業（製造業男子ホワイトカラー）では80％

以上の者が，また1，000－4，999人規模の企業で

は約65％の者が5％程度の幅の中に入ってし

まうとされる．ただし，基本給についてはこの

差が毎年積み上がっていくことから，長い目で

見れば，小さな差ではないとされる．しかし，

同じ者が常にいい成績をとり続けるとは限らな

い．たとえば，昇進して新しい仕事に就いたば

かりの者の成績はよくないだろう．これは配置

転換についても言える．

　査定と昇進，勤続年数の関係について日本で

は富田（1992），米国ではMedoff　and　Abraham

（1980）の事例研究がよく知られている．前者は

銀行，早老は二つのメーカーのホイトカラーの

人事データから，同じ職能もしくは職務等級内

において成績の良いグノレープほど平均勤続年数

が短いということを見出している．これは人的

資本理論や技能形成仮説と相容れない現象のよ

うに思われるが，知識・技能の伸びの個人差を

表わしていると考えれば，仮説と整合的である．

　興味深い点は，昇進確率と勤続との関係が両

者の間で異なるということである．すなわち，

富田の研究では，同一の職能等級内において勤
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続年数の長い人ほど，また成績のよい人ほど昇

格確率が高いのに対して，Medoff　and　Abra－

hamでは，成績のよい人ほど昇進確率は高い

が，勤続年数と昇進との間にはなんらの関係も

みられない．この差が日本の昇進が年功的であ

ると言われる所以である18）．富田は，日本の企

業が査定はさほどよくないが勤続の長い人を昇

格させる理由として次の二点を指摘する，第一

に，「必ずしも査定でははかりきれない，勤続年

数を積むことによってのみ身につけることので

きる技能があり，勤続年数はそうした技能の深

まりをあらわしている」．第二に，もし昇格が

査定のみで決まるなら，能力が低く平均的な査

定しか受けない個人は労働意欲を失ってしまう．

したがって，「真面目によく働いていれば勤続

年数に応じて昇格できるようなしくみがあれば，

人々の労働意欲は保たれるであろう」．

　第三の理由も考えられる19）．人間の能力を正

確にはかるのはむつかしいし，そのためには多

大なコストを必要とする．たとえば，毎日，各

人の行動を詳細にノートにとり，評価しなけれ

ばならない．また時には個人の行動を容易に把

握できない場合もある．したがって，査定には

どうしも曖昧さがっきまとう．もしこの状況で

昇格に査定のみを利用すると，従業員の納得が

えられず，反組織的な行動にでられる危険があ

る．そこで企業は納得をえやすく，コストのか

からない“年功”を昇格に反映させることになる．

　これらの理由は，年齢・勤続が昇格の一つの

決定要素になりうることを説明するものである

が，なぜ日本では年功的な昇格になるのかを説

明するものではない．その説明のためには，た

　　　　　　　　　　　　　　　　表4．1

研　　究

とえぱ日本では高度成長期には人材形成がとり

わけ重要であったとか，労働者をその職務では

なく，より判定がむつかしい職能のレベルによ

って各付ける仕組みが支配的であるといった議

論を展開しなければならないだろう．

　個別企業での賃金と勤続の関係について，米

国ではMedoff　and　Abraham（1980）やBaker，

Gibbs　and　Hollnstrom（1994）などが詳細な分

析を行っているが，日本ではほとんど見当たら

ない．筆者の知るかぎり，Ohashi　and　Teru－

yama（1998）及び馬（2000）がある．このうち後

者は，大手の非鉄金属メーカーの人事データを

利用して，製造労働者を対象に年齢をコントロ

ールした上で賃金を勤続とランクに回帰させて

いる．残念ながら，米国の研究のように勤続の

みを回帰させた結果が報告されていないので，

ここでは前者の結果を比較の対象とする．ただ

し，データは他の研究とは異なり，人事ファイ

ルではなく，大企業の一事業所で実施したアン

ケート調査からのものである．三つの研究とも

1，000人以上の大企業の管理的・技術的労働者

を対象とするが，Medoff　and　Abrahamは白人

男子のみを，Ohashi　and　Teruyamaは学歴が

大卒以上の者を対象にしている．表4．1には，

分析対象となった各企業について賃金の対数を

勤続と職能等級（米国の場合は職務等級），もし

くは職位に回帰させて推計された賃金関数の自

由度調整済み決定係数が掲載されている．

　この表でまず注目すべきは，説明変数として

勤続年数のみを利用した場合，米国の事例では

0．35前後であるのに対して，日本の事例では

0．84と0．85となっている．厳密な比較はでき

推計賃金関数の決定係数

著　者 対　象
勤続のみ

　　説　明

ﾎ続＋等級

変　数

ﾎ続＋職位 等級のみ

Medoff

@and　Abraham

メーカーA社

@　　　B社

0．36

O．34

α74

O．85

Baker，　Gibbs

@and　Holmstrom

サービス業C社 0．35 0．71

Ohashi

@and　Teruyama

自動車メーカー

ｻ学メーカー

0．84

O．85

0．86

O．86

0．86

O．85

0．71

O．81

注）　説明変数として勤続と等級，職位が記述されているが，必要な場合には性，学歴，人種がコ

　ントロールされている．賃金として年収がとられているが，Baker，　Gibbs　and　Holmstrom

（1994）ではボーナスが含まれていない．
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ないが，日本では勤続年数の説明力が相対的に

高いことを示している．次いで職務等級もしく

は職能等級を説明変数に加えると，米国の事例

では決定係数が0．36から0．51の幅で上昇する．

他方，日本の事例では上昇幅は微小である．こ

うした結果から，米国の場合，勤続と昇進との

関係が希薄なため，仕事レベルの昇進が賃金の

上昇をよく説明するのに対して，日本の場合，

勤続と昇格あるいは昇進との関係が密なため，

職能等級や職位を導入しても説明力が増さない

ものと思われる2。）．尚，Ohashi　and　Teruyama

（1998）は，化学メーカーについては同一の職能

等級内で，また自動車メーカーについては同一

の職位内で賃金関数を計測しているが，部長ク

ラス又は最高位の職能等級を除き，勤続が有意

にプラスの影響を与えることを見出している．

　樋口（1991）及びOhkusa　and　Ohta（1994）は，

経済成長期に技術革新が進展すると，それに対

応して教育・訓練が促進され，知識・技能の蓄

積が増すために，賃金がより年功的になること

を指摘している．これに対して，玄田（1994）は

1960年代あるいは1970年代と異なり，1980年

代にはそうした傾向を見出せないとしている．

この点について町田は，技術進歩が進んだ分野

では過去の経験や年齢により蓄積された能力が

陳腐化する一方，経験の少ない労働者でも新し

い技術に対応する能力をもっている場合には，

技術進歩が進んだ分野で賃金の年功度が低くな

ることがありうるとする．この問題に対する本

論の立場は，明確である．すなわち，賃金の上

がり方は初任給とベース賃金の変動によって決

まる．もし若年労働者市場が逼迫し，初任給の

上昇がベース賃金の上昇より相対的に大きけれ

ば，年功度は低下する．その逆の場合には逆で

ある．すなわち，賃金の年功度は経済成長や技

術進歩ばかりではなく，若年労働老市場の需給

関係にも大きく影響されるのである．また春闘

をリードする産業が時代によって変化すること

を考慮すれば，ベース賃金ひいては年功度の産

業間格差が変動したとしても不思議ではない．

　ここで留意したい点は，初任給が企業間で平

準化する一方，企業の支払能力や労働の生産性
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によってベース賃金が異なることである．すな

わち，日本の賃金が年功的であるという場合，

各企業の賃金原資が年齢や勤続によって配分さ

れる傾向が強いという意味である．その理由を

生活費の上昇や技能の伸び，日本人の公平観，

離職の抑制，組織的な原理，能力査定の不確か

さに求めることは理論的には可能である．

　問題は，賃金原資の配分が年功的な要素に大

きく依存する場合，労働者のインセンティブを

維持できるかどうかということにある．近年，

トーナメント理論や効率賃金仮説，キャリア

ー・コンサーン仮説，情報の不完全性下での仕

事配分モデルなど様々なインセンティブ理論が

展開されている．詳細な展望は，Prendergast

（1999）やGibbons　and　Waldman（1999），伊藤

（1992）等によって与えられているが，とりわけ

伊藤は日本企業への適用可能性を念頭に展望し

ている．彼の議論によれば，若い労働者につい

ては大きな賃金格差をつけなくとも，キャリア

ー・コンサーン，すなわち将来の昇進への期待

によってインセンティブを維持できるとする．

これを敷術すれば，若い労働者には年齢・勤続

によって昇進や賃金配分を決めてもインセンテ

ィブを維持できるということでる21）．この場合，

残る問題は，すでに昇進競争が決着した年長の

労働者に対してもなぜ年齢・勤続が賃金配分に

利用されるかということである．たしかに，55

歳で定期昇給を停止する企業は多い．しかし，

それ以前にすでに昇進の可能性を失った労働老

も多いはずである．こうした労働者に対する動

機づけとして年功的な処遇は有効なのであろう

か．

4．3　バブル崩壊後の低成長と高齢化

　これまでも不況になるたびに日本的雇用慣行

の崩壊が指摘されてきた．たとえば，石油シ日

ックや円高不況の際におけるマスコミの論調を

思い出されたい．今もバブル崩壊後のゼロ成長

と，さらに世界に類をみないスピードの労働力

の高齢化が加わって，多くの企業が処遇システ

ムの変革を試みている．年功的な処遇は低成長

と高齢化の下ではうまく機能しないということ
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であろうか．この節では，企業がどのように賃

金の決め方を変革しようとしているかを見通し，

その経済的な意味を考えよう．

　現在，多くの企業が実力主義の標榜のもとに

進めている変革は，能力主義，業績主義，仕事

主義といった三つの方向性をもつ22）．能力主義

とは，これまでの職能等級制度の枠組みの中で

より能力に重点をおいた処遇を目指すものであ

る．具体的には，2節でも述べたように，人事

考課制度をより精緻：化し，昇進・昇格の基準を

明確にした上で，査定の結果を昇給や昇進に大

きく反映させたり，ある等級から次の等級へと

昇進するために最低限必要な年数の上限を伸ば

したりすることによって年功的な昇進を抑制し

ようといった方策がとられる．こうした能力主

義の動きは，バブル崩壊後，大きな流れである

が，その背後には何があるのだろうか．ある自

動車部品メーカーの人事担当者は次の二点を強

調する．一つは，企業経営の停滞や高齢化によ

りポスト不足が発生し，年功的な処遇が難しく

なってきたことである，その結果，ある段階ま

で昇進した後にそこに滞留する者が増えてきて

いる．専門職制度によるポスト増にも限界があ

る．こうした状況では能力主義的な昇進になら

ざるをえないという．また高齢化により従業員

の年齢構成が高くなってくると，年功的な定期

昇給には大幅な賃金の原資増をともなう．それ

を抑制するためにも能力主義の導入が必要にな

るという．もう一つは，ME化などの技術革新

により知識・技能の陳腐化が激しくなってきた

ことである．特に，最新鋭の設備を職場に導入

する場合，高速で神経を使うことから，どうし

てもそこには若くて適応力の優れた者が配置さ

れ，年長者は新しい技術の展開から取り残され

がちになる．管理職に昇進していく者はよいが，

昇進できない者については“年功”の意味が薄

れてしまうという．

　近年，ホワイトカラーの管理職者を中心に目

標管理制度のもとに年俸制を導入する一方で，

一般の従業員に対しては査定の際に発揮能力と

して観測できる業績を重視する企業が増えてき

ている．これは業績主義を志向するものである
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が23），今後，それがどれほど日本で進展するか

の判断はむつかしい．というのは，すでに年俸

制などを導入した企業の経験から幾つかの問題

点が指摘されているからである．たとえば，短

期的に成果をあげることが強く求められるため

に，職場内での仕事の幅を広げたり，配置転換

をしたりすることが困難になった，長期的な視

点から部下の育成をしょうというインセンティ

ブが弱くなった，チャレンジ精神がなくなった，

業績評価への不満から離職する者が増加した，

などである．さらに業績主義にはよく知られた

欠陥がある．それはうッチェト効果（ratchet

effect），すなわち高い業績がえられた時期があ

ると，その後で業績基準が引き上げられる傾向

があるということから発生する問題である．た

とえば，目標管理制度のもとで目標を前年度に

あげた業績を参考にして設定した場合，前年度

の優れた業績が逆に重荷になり，今年度も相対

的に高い業績をあげているにもかかわらず，賃

金が下がってしまうという問題である．こうし

たことを労働者が予測すると，常に業績を低い

水準に抑えようとするインセンティブをもつこ

とになる．

　現在の仕事での優れた業績に対する報酬とし

て給与ばかりではなく昇進が利用されると，

「ピーターの法則」が成立することになりかね

ない．ここでピーターの法則とは，「人は無能

がちょうど露呈する水準にまで昇進する」とい

うものである24）．これは過去の業績によって昇

進が決められた場合，人は不適任な仕事に就く

まで昇進し続け，最後に無能さを露呈してキャ

リアを終えるという言い伝えである．その意味

で，人は1回余分に昇進しすぎるという．この

法則は，ある仕事で優れた業績をあげた者が必

ずしもより上位の仕事に適任かどうか分からな

いことを百っている．

　このように業績主義には様々な問題がこれま

での経験からも指摘されている．しかしその一

方で，近年，欧米では業績主義への傾斜が指摘

される25｝．その具体的な方法は，職務等級をブ

ロード・バンディング（大括り）し，目標管理制

度などの導入により各等級内で昇給と業績との
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関係を強化するという方法である．ただし，個

人の能力や特性に対する評価が人材育成上必要

であること，及び業績目標を設定しにくい財務

経理，事務などの職種や長期的視点が必要な研

究開発などには目標管理が適合しないことから，

企業の求める職責を遂行するために必要とされ

る個人の能力や特性を評価するコンビチンシー

評価をも同時に導入する企業が多い．日本でも

組織のフラット化に合わせて職能等級を大括り

し，範囲職能給のもとで業績を重視して昇給や

賞与を決める企業がふえている．

　仕事主義とは，企業に存在するすべての職務

をその内容から幾つかのレベルに格付けした上

で，各労働者の賃金をその職務のレベルに応じ

て決める仕組みである．ここで重要になるのは，

仕事を格付けるための職務分析・職務評価であ

る．たとえば，その手法として国際的にも有名

なヘイシステムは，まず職務遂行に必要とされ

るノウハウ，問題解決における困難さ，アカウ

ンタビリティ（役割責任）を職務評価の重要な要

素とし，各要素の評価点を計算し，その合計（ヘ

イ・ポイント）を算出する．ついでそのヘイポ

イントをある範囲で区切って，幾つかの等級を

つくり，ジョブ・サイズを決め，賃金をそれに

対応させるのである．

　現在，日本でも職務給制度の導入を主張する

論者は多い．ただし，すでに述べたように，

1950年代の後半に日経連の提唱にもかかわら

ず，日本ではそれが定着しなかった経験から，

アメリカ型の職務給の単なる模倣ではなく，日

本型の仕事給とか職務給として主張される場合

が多い．ここで“日本型”というのは，職務の

格付けに職務に固有な価値ばかりではなく，そ

の遂行に求められる能力の水準をも加味するか

らである26｝．たとえば，ヘイシステムによる職

務評価とコンビチンシー評価とを融合して職務

評価をするのである．そのために，たとえ職務

が同じでも個人の職務遂行能力が上がれば，職

務等級が上がることになる．

　こうした日本型職務給は，OJTとジョブ・

ローテイションをベースにした技能形成がやり

やすいとか従業員の納得をえやすいといった，
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年功的な賃金の決め方のよさを温存しつつ，個

人が遂行する仕事の特性を賃金に反映させよう

とするものである．日本の労働市場の将来を展

望した場合，これ，は三つの点で重要な意味をも

つ．第一に，低成長と高齢化のもとで企業は労

働者の年功的な処遇の維持がむつかしくなって

きた．なぜならば，年功的な処遇は賃金原資の

増大を必要とするからである．こうした中で企

業は給与に大きな格差をつけざるをえなくなっ

てきている．その際に問題となるのは格差の理

由をどこに求めるかである．これまでのように

抽象的な能力や生活費では説得力をもたないだ

ろう．そこで最も観測が易しい仕事の特性が格

差の理由として注目されても不思議ではない．

第二に，それは労働市場流動化の方向に沿うも

のである．現在は日本経済の長期沈滞のもとで

労働者の転職率は低位にある，しかし，今後，

景気回復とともに労働市場の流動性が高まった

場合，仕事によって賃金が決まる仕組みは企業

間の移動コストを少なくし，外部労働市場を効

率化する．第三に，近年，パートやアルバイト，

嘱託などの短時間雇用が増加し，今や雇用者の

2割を悠に超えるに至っている．これらの非正

規従業員を職場の基幹的な労働力として活用し

ている企業も多いが，そこでは同じような仕事

をしていても正規従業員との間に大きな賃金格

差が発生している．それ，は同一労働同一賃金の

原理からは不合理なものであるが，仕事の特性

を重視した賃金決定によってそれを解消の方向

に向かわせることができよう．要するに，3節

で指摘された経済環境の変化は，日本型職務給

が一つの重要な方向として十分にありうること

を示唆している．

　　　　（東京都立大学経済学部・
　　　　一橋大学大学院経済学研究科／経済学部）

　注

　＊　本稿は，一橋大学経済研究所定例研究会での報

告を基にしている．研究会では多くの参加者から貴重

なコメントをいただいた，また三谷直紀教授（神戸大

学）からは親切に御教示いただいた，記して感謝した

い

　1）　このような制度変更の多くは二つの側面を持っ
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ている．一つは，能力主義や実績主義の導入による企

業内人事の活性化を促すものであり，もう一つは，企

業内における年齢構成の変化や定年年齢の延長などに

ともなうポスト不足への対応策である．詳しくは，中

村（1997）等を参照．

　2）　中村（2000）を参照．

　3）　中馬（1997）では，異時点間の『賃金構造基本調

査』のマイクロデータを用いてバブル経済崩壊後も中

高年齢層での長勤続化傾向が続いていることを確認し

ている．

　4）　短期的な外部労働市場の需給条件の変化は，

Reder（1955）によれば短期勤続者への影響が大きく，

Raisian（1983）らによれば人的資本を蓄積した長勤続

者への影響が強くなる．樋「コ（1991），中村・大橋

（1999）の分析によれば我が国では短期勤続者への影響

が大きいことが確認されている．

　5）賃金プロファイルを実証的に国際比較した分析

としては，初期の段階では集計データを用いた島田
（1975a，　b），マイクロデータを用いたMincer・Higuchi

（1988），賃金構造研究会（1994）などがある．

　6）　ラフではあるが，これまでに人的資本論以外の

枠組みで賃金構造を分析した数少ない論文として佐野
（1981）がある．

　7）Becker（1962）の言うように企業特殊的人的資

本が存在する場合でもインセンティブによる年功的な

部分は存在する．したがって，両者は対立的な理論で

はない．

　8）　例えば，猪木・大竹（2001）に収録された諸論文

を参照のこと．

　9）賃金の決め方とは，年齢給，職能給，職務給（仕

事給），業績給，各種手当などの給与項目に関する組合

せと昇進・昇格を含めそれぞれの運用のことをいうが，

そのあり方によって賃金は，生活給的，職能的，仕事

給的，業績主義的なものになる．しかし，賃金の上が

り方は，どのような決め方をしょうと，年齢や勤続に

応じて上昇するという意味では年功的になる，ただし，

本論では「年功賃金」という言葉は使わない．理由は，

それが単に賃金の上がり方を表現するだけではなく，

欧米と比較した日本の特殊性や仕事と賃金の希薄な関

係など，様々な要因と結びついて語られることが多い

からである．年功賃金の定義は，小池（1966）及び梅村

（1967）によって簡潔に与えられている．

　10）　梅村（1967）参照。

　11）　たとえば，Milgrom　and　Roberts（！992）及び

Lazear（1998）を参照．

　12）　電産型賃金体系における基準賃金は，基本賃

金（91．3％）と地域給（8．7％）からなり，前者の構成要素

のうち生活保証給が基準賃金の68、2％，勤続給が3．7

％，能力給が19．4％を占めた．生活保証給は，電力料

金算定の基礎資料として会社が行った「生活費実態調

査」から算出された年齢別の最低生活費に設定された．

　13）　この間の経緯については神代・連合総研
（1995）が詳しい．

　14）労働の供給価格の決定については，たとえば
小池（1966）及び梅村（1967）を参照されたい．

　15）　理論的な展開については大橋（1990）を参照．

　16）　この分野についてKatz　and　Autor（1999）が

詳細に展望している．

　17）　小野（1989）は，賃金センサスのマイクロ・デ

ータを利用してミンサー型の賃金関数を計測し，年齢，

勤続年数，外部経験年数のうち，賃金に与える影響が

最も大きいのは，生活費の代理変数と思われる年齢で

あり，生活費保障仮説が成立しうるとするが，その場

合の仮説はこうした修正版であるように思われる．ま

たOhata　and　Tachibanaki（1998）は，消費支出を説

明変数として導入したとき，年齢の効果が極度に小さ

くなることを確認し，年齢が消費パターンの代理変数

となっていることを明らかにしている．

　18）大竹（1994）は，エレベーター保守サービス企

業の昇格に対する査定と勤続年数の効果を分析した結

果，昇格に影響するものは査定であって，勤続年数で

はないとする．したがって，富田の結果を一般化する

ことは危険である．ただし，大竹の分析対象となった

企業の記述統計量から下位の4級から1級までの標準

年齢（学歴調整をした勤続年数）の差が僅か4年であり，

今田・平田（1995）が分析した大企業メーカーの事例と

はかなり異なっている．そのほか，査定データは利用

していないが，個別企業の昇進について分析したもの

は多い．最近の研究として今田・平田（1995）及び
Ariga，　Burunello　and　Ohkusa（2000）がある．これら

の研究は，下位の職位で速く昇進した者が上位の職位

でも速く昇進するというFast・trackが日本でもある

かどうか，あるいは個人間の昇進スピードの差が職位

のレベルによってどのように異なるのかなどを分析対

象としている．

　19）　この理由については，宇都宮浄人講師（一橋大

学経済研究所）のご指摘によるところが大きい．

　20）個別企業ではなく，プールされたデータから

ミンサー型の賃金関数を計測したTachibanaki
（1996）及びAriga，　Burunello　and　Ohkusa（2000）は，

勤続とともに職位が賃金の決定要素として重要である

という結果をえている．他方，三谷（1997）は『賃金セ

ンサス』（労働省）のマイクロ・データを利用して製造

業の500人以上の事業所で働く男子労働者について職

位を説明変数に加えた賃金関数を計測している．三谷

の結果によれば，職位の導入によって決定係数は0．71

からα82へと上昇する．これに対してフランスにつ
いての同様な分析では0．40から0．80へと大幅に上昇

する．三谷の結果は，本論の議論と整合的である．

　21）　小池（1999）は，欧米の企業と比較し，日本企業

では同期入社の者について昇進・昇格に差がつく時期

が遅いことから遅い選抜と特徴づける．小池は，遅い

昇進はより大勢の人に高度な技能を形成しやすいとし

てその合理性を説明する．またPrendergast（1991）は，

労働者の能力に関して雇用した企業のみが知りうる場

合，企業はその情報の開示をできるかぎり遅くし，能

力の低い人にも企業特殊訓練への投資を多くさせるこ

とが合理的であるとする．メリットがなければ，企業は

遅い選抜をしないから，これらの議論はその意味で興

味深い．筆者は，遅い選抜という現象は長期雇用のもと

での年功的な処遇の裏返しにすぎないと考える．すな

わち，位階層的な組織構造の下にほとんどの企業は上

位の職位から下位の職位へとバックワードに人材の配

置を決めていくが，ここで年功的な処遇をすれば，下位
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の職位の配置は遅い選抜にならざるをえないのである．

　22）　本稿では能率給についてまったく触れていな

いが，勿論，給与の一部としてそれは存在する．特に，

高度成長期に鉄鋼や自動車などの主要な産業で部門別

の集団能率給が利用されたが，とりわけトヨタ自動車

の生産手当は有名である．尚，能率給については村松
（1987）は国際比較を行っている．

　23）　都留・守島・奥西（1999）は，目標管理制度や

年俸制の導入，あるいは職能資格制度を廃止する意図

などについて企業の業績や規模，組合の有無，事務系

従業員比率などがどのように影響しているかを分析し

ている．

　24）　ラッチェト効果とピーターの法則については，

Milgrom　and　Roberts（1992）参照，

　25）　たとえば，木下（1998a）参照．しかしその一方

で，製造労働者について技能形成の視点から能力を重

視する傾向もあることも指摘される．たとえば，フラ

ンスについて三谷（1999）は詳細な分析を行っている．

　26）　たとえば，木下（1998b）及び今野（1998）があ

る．また事例が森本（2000）によって紹介されている，
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